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招 集 日 時 及 び 場 所 

 日 時   令和４年９月２８日 

       午後１時３０分～午後３時２０分 

場 所   出水市役所本庁 ４階大会議室 

 

出欠委員 

（１） 出席委員 

農業委員 

会 長  横峯  均  

１番  大城 勝司     ７番  山口 安任    １３番  犬童 正成 

２番  樋口  修       ８番  小倉 幸夫    １４番  田下  勉 

３番  福本  悟     ９番  尾道 睦雄    １５番  福山 勝也 

４番  松元 浩文    １０番  大塚 雄二    １６番  久野 敏朗 

５番  大久保 友恵   １１番  松元 重忠    １７番  外園  優 

６番  井町 和夫    １２番  花園 ハルエ   １８番  澤田 泰之 

農地利用最適化推進委員 

２０番  時吉 大喜    ２５番  岩元 慎太郎   ２９番  吉田  直 

２１番  田中 智彰    ２６番  内木場 義友   ３０番  山口 廣喜 

２２番  中谷 國三    ２７番  武宮  豊    ３１番  坂元 敦信 

２３番  澤田 みね子   ２８番  外  雅夫    ３２番  花田 初男 

２４番  三原  仁 

 (２) 欠席委員  

   なし 

 

その他出席者 

  吉岡、犬渕、倉本、荒木、大島 

 

会議に付した事件 

 議案第 １号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第 ２号  農用地利用集積計画について 

議案第 ３号  農地中間管理権の取得について 

議案第 ４号  農用地利用配分計画について 

議案第 ５号  農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更に係る意見について 

議案第 ６号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 ７号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ８号  非農地判断について 

議案第 ９号  出水市農業委員会職員の出向について 

 

議長  皆さんこんにちは、ただいまから第１４回出水市農業委員会定例総会を開会いたします。 

 



ただいまの農業委員の出席は１９人で定足数に達しております。 

なお、本日は農業委員、推進委員ともに全員出席です。 

議事録署名委員を指名いたします。 

７番委員と１８番委員を指名いたします。 

日程４ 会期は本日１日限りといたしますがよろしいでしょうか。 

     （「異議なし。」と言う者あり。） 

    会期は本日１日限りといたします。  

 

日程５ 諸般の報告 

総会後の業務報告等（会長報告、省略） 

     合意解約等の報告（事務局報告、省略） 

      

 

議長   議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。それでは、

事務局お願いします。 

事務局  （議案第 1 号について総会資料により説明） 

議長   １２番委員の調査結果の報告をお願いします。 

１２番  １２番です。９月２２日、１６番委員、２４番委員、事務局職員で調査審議した結果を報

告します。議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、所有権移転第９－１項

から３項までを報告いたします。まず、所有権移転第９－１項です。位置図は５ページの左

側を御覧ください。申請地は、櫓木海洋公園から東へ約３４０ｍほど行った所にあります。

許可後は野菜を耕作されるとのことでした。申請人との関係は他人です。申請地から譲受人

の居住地までの距離は約５００ｍくらいです。申請地の畑はきれいに耕作され、すぐにでも

冬野菜の種や苗が植えられる状態でした。 

     続きまして、所有権移転第９－２項についてです。位置図は、５ページの右側と６ページ

の左側を御覧ください。申請地は、一本松休憩所から南へ約６３０ｍの所に〇〇〇〇番があ

り、また一本松休憩所から３８０ｍほど行った所に〇〇〇〇番があります。許可後は水稲を

耕作されるとのことでした。申請人との関係は他人です。申請地から譲受人の居住地までの

距離は、直線距離で約７７０ｍぐらいです。申請地２筆では、既にもう水稲が耕作され台風

の被害も見受けられず、間もなく稲刈りができる状態でした。 

     続きまして、所有権移転第９－３項です。位置図は６ページの右側を御覧ください。申請

地は、高尾野支所から南へ約４９０ｍほど行った所にあります。許可後は水稲を耕作される

とのことでした。申請人との関係は他人です。申請地に隣接する北側のうち、〇〇〇〇番、

〇〇〇〇番、〇〇〇〇番、〇〇〇〇番は、譲受人名義の農地で既に耕作中でした。申請地か

ら譲受人の家までは、直線距離で約１５０ｍ程度です。位置図でもわかりますように、〇〇

〇〇番から〇〇〇〇番までは、５筆全て水稲がきれいに耕作され、こちらの申請地も間もな

く稲刈りができる状態で、台風の被害も見受けられませんでした。以上、所有権移転第９－

１項から３項までは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可相当と判断いたし

ました。以上で報告を終わります。 

議長   １６番委員の調査結果の報告をお願いします。 



１６番  １６番です。調査日時等につきましては、先ほど１２番委員から報告がありましたので省

略します。私は所有権移転第９－４から９－６までについて報告をします。まず９－４です

が、位置図が７ページの左側になります。斜線部分が今回所有権移転の所ですが、場所がツ

ジテックを南東へ５５０ｍぐらい行った場所です。この畑の隣に宅地とありますが、ここが

申請者の自宅というようなことです。現状は雑草に覆われておりましたが、除草剤を散布し

てあり、きれいに枯れた状態になっておりました。それとここのほ場はパイプハウスが３棟

ほど建っておりまして、２棟についてはパイプのみで一つは寒冷紗等がかぶった状態でした。

あと耕うん等すればすぐ使える状態だというふうに思いました。 

     次に９－５ですが、位置図が７ページの右側になります。ここの畑は、東大野原自治公民

館の向かい側にある所で、道路沿いに細く長い畑というようなことで、幅が大体３ｍぐらい

の幅の畑でした。畑というか植木等が植えてあったような状態な所でした。もう一つが田ん

ぼがありまして、位置図が８ページの左側になります。大豊工業から北へ約２４０ｍほど行

った田んぼでした。水稲が作付けされてきれいに倒伏もなく、栽培されているような状況で

した。特に問題もありませんでした。 

     最後に、９－６ですが、位置図が８ページの右側になります。ここに３筆ありまして、あ

と次のページの９ページ、これの左側と右側、計５筆になります。ここの場所につきまして

は先ほど説明がありましたが、親子間の所有権移転ということで、我々調査委員は現地に行

かずに説明を受けました。申請者、現在全筆耕作中というふうに報告を受けました。以上、

第９－４から第９－６については、農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可相当

と判断しました。以上です。 

議長   事務局及び調査員の説明と報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

議長   ございませんでしょうか。はい、ないようです。調査員の報告では全件許可相当と報告さ

れましたが、そのように決定してよろしいでしょうか。 

      （はいの声あり） 

議長   議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、所有権移転については、全件許

可すると決定いたします。 

 

議長   続きまして、議案第２号農用地利用集積計画についてと議案第３号農地中間管理権の取得 

について、議案第４号農用地利用配分計画についてを一括して議題といたします。 

     退席が関係する案件で該当がございましたので、１８番委員、退室をお願いします。 

       （１８番委員 退室） 

議長   事務局お願いいたします。 

事務局  （議案第２号申請番号９－２２について総会資料により説明） 

議長   １２番委員お願いします。 

１２番  １２番です。９月２２日、１６番委員、２４番委員、事務局職員で審議した結果を報告い

たします。ただいま事務局から説明がありました案件につきましては、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の要件を満たしていますので、適当と判断いたしました。以上です。 

議長   事務局及び調査員の報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

     ございませんか。 

       （なしの声あり） 



議長   ないようです。調査員の報告どおり適当と決定してよろしいでしょうか。 

       （はいの声あり） 

議長   それでは、調査員の報告どおり適当と決定いたします。 

     入室をお願いします。 

       （１８番委員 入室） 

     事務局お願いします。 

事務局  （総括表に基づき説明） 

議長   事務局の説明が終わりました。１６番委員、お願いします。 

１６番  １６番です。調査日時等につきましては、先ほど報告しましたので省略します。ただいま

事務局から説明がありました案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の要件を満たしておりますので、適当と判断しました。 

議長   事務局及び調査員の説明と報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

議長   ございませんか。ないようです。調査員の報告では適当と報告されましたが、そのように

決定してよろしいでしょうか。 

       （はいの声あり） 

議長   それでは、議案第２号農用地利用集積計画について、議案第３号農地中間管理権の取得に

ついて及び議案第４号農用地利用配分計画については、適当と決定いたします。 

 

 

議長   続きまして、議案第５号農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更に係る意見につい

てを議題といたします。 

事務局  （議案第５号除外第１項について総会資料により説明） 

議長   ６番委員お願いします。 

６番   ６番です。９月２６日、１７番委員、２５番委員と事務局職員で調査した結果を報告いた

します。議案第５号農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について、３６

ページ左の申請地籍図を御覧ください。申請地は福ノ江町、福之江保育園から南へ４００ｍ

ほどに位置し、現在は不耕作の畑でございます。申請地の左の〇〇〇〇番の宅地と〇〇〇〇

番〇の宅地は奥様の実家があり、そこの申請地に一般住宅を建てられるそうです。申請面積

は一般住宅１棟を建築する敷地面積として３９４㎡であり、妥当であると思われます。造成

については２０㎝から３０㎝程度盛土を利用して、土砂が流れないようにされるそうです。

隣接農地等との境にはブロックを設置予定です。生活雑排水は合併浄化槽へ、雨水は申請地

上の田んぼの境の所に、排水路が通っておりましたので、そこに流されるそうです。農用地

区域の外周に接しており、周辺農地への影響はないと思われます。調査の結果、農地区分と

転用目的に問題はなく、転用許可の見込みがあると思われ、農用地区域用途区分変更要件を

満たしていますので、やむを得ないと判断いたしました。以上です。 

議長   事務局及び調査員の説明と報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

議長   ございませんか。はい、調査員の報告ではやむを得ないとの報告を受けましたが、そのよ

うに決定してよろしいでしょうか。 

      （はいの声あり） 

議長   議案第５号農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更に係る意見については、やむを



得ないと決定いたします。 

 

 

議長   続きまして、議案第６号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたします。

事務局説明をお願いします。 

事務局  （議案第６号について総会資料により説明） 

議長   １番委員、調査の報告をお願いします。 

１番   １番です。９月２６日、９番委員と２７番委員と事務局職員で調査した結果を報告いたし

ます。申請地は大野原町の北薩森林組合出水支所から南へ４００ｍほどに位置し、不耕作の

畑です。地図は３８ページの左の方を御覧ください。自分の土地に建てるということですね。

手前の道路際に建てるということでした。申請面積は、一般住宅の１棟の敷地面積として４

２６㎡であり妥当であると思われます。造成については、道路面より現状が低かったので道

路面まで３５㎝上げて道路より奥へ勾配がついて、下がっている状態だったんで、奥の部分

を１ｍ上げるぐらいの造成をする予定です。隣接する農地との境界ブロックを設置する予定

をしてます。生活雑排水は合併浄化槽へ、雨水は道路側溝を利用するそうです。周辺農地へ

の影響はないと思われます。調査の結果、農地区分と転用目的の問題はないので、許可相当

と判断しました。 

議長   事務局、調査委員の報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

議長   ございませんか。ないようです。調査委員の報告では許可相当と報告されましたが、その

ように決定してよろしいでしょうか。 

        （はいの声あり） 

議長   議案第６号農地法第４条の規定による許可申請については、許可相当と決定いたします。 

 

 

議長   続きまして、議案第７号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。 

事務局  （議案第７号第９－1項について総会資料により説明） 

議長   １７番委員、調査の報告をお願いします。 

１７番  １７番です。議案第７号農地法第５条の許可申請について、９月２６日、６番委員と２５

番委員と事務局職員で調査し、審議した結果を発表いたします。地図は４１ページの左側に

なります。御覧ください。本件の申請地は、下鯖町、加紫久利神社から南西へ１５０ｍぐら

いの所に位置し、不耕作の畑です。隣接する宅地１筆と、この右側の所になりますが、一体

利用する予定で、現在は少し造成が進んでいるような状況でありました。申請面積は、宅地

分譲５区画分の面積として、一体利用地と合わせて１，５００.１９㎡であり、妥当であると

思われます。本地の造成については、２０㎝程度盛り上げ、盛り土をして、１２㎝程度切土

を実施し、土地の形状に合わせるそうです。隣接地境界にはブロックを設置し、土砂が流れ

ないように措置をとるということです。生活雑排水は下水道へ、雨水については新設する道

路に排水路を取付け、道路側溝へ流すとのことです。周辺農地もありませんし周辺農地への

影響はないと思われます。調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と

判断しました。以上です。 



議長   続きまして、第９－２項をお願いします。 

事務局  （第２項について総会資料により説明） 

議長   ９番委員、調査の報告をお願いします。 

９番   ９番です。９月２６日、１番委員、２７番委員と事務局職員で調査した結果を報告いたし

ます。申請地は、地図は４１ページの右側になります。中央町、この地図の左側が箱崎八幡

神社になるようです。南東へ２５０ｍの所に位置しております。反対側入り口の方には、森

本不動産がありまして国道３２８が走っている所です。不耕作地の畑でありました。申請面

積は、貸家２棟を建設する面積として５２９㎡であり、妥当であると思われます。造成につ

いては、現状のまま利用する予定でしたが、雨水等の勾配をとる必要から盛土をするという

ことで、なお、隣接する農地等の境、農地といいますか住宅ですが、一部畑がありますが、

境には既にブロック塀が設置されておりました。なお、盛土に対しては、ブロックの増設、

積み増しをされる予定とのことでありました。生活雑排水は近くの下水道、雨水は道路側溝

を利用する予定です。この地図から左側の宅地〇〇〇番〇のすぐ左の所には側溝があります。

周囲は大半が住宅地で、農地への影響はないと思われます。調査の結果、農地区分と転用目

的に問題がないので、許可相当と判断をいたしました。以上です。 

議長   続きまして、第９－３項をお願いします。 

事務局  （第３項について総会資料により説明） 

議長   １番委員、調査の報告をお願いします。 

１番   １番です。調査日等については、先ほど報告したので省略いたします。申請地は高尾野町

柴引、高尾野中学校から南へ１００ｍほどに位置した不耕作の畑です。申請地の地図は４２

ページの左の方を御覧ください。周辺はもう宅地に囲まれてる状態の畑で、実際不耕作地で

すね。空き地という状態でありました。申請面積は、一般住宅の１棟の敷地面積として４２

３㎡であり、妥当であると思われます。造成については、道路高さと調整するために、３０

㎝程度の盛土を行い、隣接する向いの境界とか左をですね、建物の間にブロック塀を設置す

る予定です。生活雑排水は下水道に、雨水等は道路側溝を利用されます。周辺農地への影響

はないと思われます。調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断

しました。 

議長   続きまして、第９－４項をお願いします。 

事務局  （第４項について総会資料により説明） 

議長   ６番委員、調査の報告をお願いします。 

６番   ６番です。調査日時等は、先ほど報告しましたので省略いたします。９－４項については

３５ページ農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について、第１項で説明

しましたので省略いたします。よって調査の結果、許可相当と判断いたしました。以上です。 

議長   続きまして、第９－５項の説明をお願いします。 

事務局  （第５項について総会資料により説明） 

議長   １番委員、調査の報告をお願いします。 

１番   １番です。申請地は麓町、西之口交差点から東へ１５０ｍほどに位置し、不耕作地の畑で

す。位置図は、４３ページの左の方を御覧ください。周りの状況は、右側が宅地で団地があ

って、左手がその申請者のアパートが何件か並んでるという状態でした。申請面積は貸家２

棟及び駐車場の敷地面積として、１，００８㎡であり妥当とであると思われます。半分ぐら



いが駐車場で、半分下の側にですね、２棟貸家を造るということでした。造成については、

道路面から高い状態であったので、進入スロープを設置するために、８０㎝ぐらい切土を行

うということです。隣接する農地にはブロック塀を設置する予定です。生活雑排水は下水道、

雨水は道路側溝を利用する予定です。周辺農地への影響はないと思われます。調査の結果、

農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断しました。以上です。 

議長   続きまして、第９－６項の説明をお願いします。 

事務局  （第６項について総会資料により説明） 

議長   ９番委員、調査の報告をお願いします。 

９番   ９番です。調査日等については、先ほど報告しましたので省略させていただきます。申請

地は、向江町、地図は４３ページの右側になります。ＪＡ出水事業所から南へ約３００ｍに

位置しております。ちょうどルミエール出水の裏側に当たる所です。おれんじ鉄道沿いで、

住宅に囲まれた所で、不耕作の畑でありました。申請面積は、一般住宅１棟を建設する面積

として、一体利用を含めて６４３．５２㎡であり、一般住宅の基準であります５００㎡を超

えておりますが、先ほど説明がありましたように、形状がいびつであって、御覧のとおり地

図、〇〇〇〇番の宅地を見ていただきますと、細くいびつでありましたので、宅地部分だけ

では接道が取れないということや回転スペースが必要なことなどから、理由書が添付されて

おり、妥当であると思われます。造成については現状のまま利用するということで、隣接す

る田んぼの〇〇〇番田んぼですが、地番側については境界にはブロックを設置をする予定と

いうことであります。生活雑排水については合併浄化槽、雨水については、もう既に排水路

が道路側溝の方に出来ておりましたので、そちらを利用するということであります。周辺に

後ろ前に水田等があって心配されましたが、特にぴしゃっとされますので、周辺農地への影

響はないと思われます。調査の結果、農地区分と転用目的には問題がないと思いますので、

許可相当と判断をいたしました。以上です。 

議長   続きまして、第９－７項の説明をお願いします。 

事務局  （第７項について総会資料により説明） 

議長   １７番委員、調査の報告をお願いします。 

１７番   １７番です。第９－７項です。調査日等については、先ほど報告しましたので省略いた

します。申請地は、高尾野町下水流、下水流小学校から北へ２５０ｍぐらいの所に位置し、

現在は不耕作地の畑です。地図は４４ページの左なんですが、申請地の左側部分はほとんど

新しい、皆さん何回か行かれたかと思うんですが、新しい家が建っておりました、申請面積

は一般住宅１棟の面積として４７８．９９平米であり、妥当であると思われます。造成につ

いては現状のまま利用して、隣接地境界にはブロックを設置し、土砂が流れないように措置

をするということです。生活雑排水は下水道へ、雨水は道路側溝へ放流するとのことです。

周辺農地への影響はないと思われ、調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許

可相当と判断しました。以上です。 

議長   事務局及び調査員の説明と報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

議長   ございませんか。ないようです。調査員の報告では全件許可相当との報告を受けましたが、

そのように決定してよろしいでしょうか。 

      （はいの声あり） 

議長   議案第７号農地法第５条の規定による許可申請については、全件許可相当と決定します。 



 

 

議長   続きまして、議案第８号非農地判断についてを議題といたします。事務局説明をお願いし

ます。 

事務局  （議案第８号第９－１項について総会資料により説明） 

議長   １７番委員、調査の報告をお願いします。 

１７番  １７番です。議案第８号非農地判断について、調査日等については先ほど報告しますので

省略します。申請地は野田町上名、岩元公民館から東へ７００ｍほどぐらい行った所に位置

し、周囲は山林に囲まれて、現地へは直接行けないような状況になっている所です。地図の

方は４６ページの右と左ですね、なんですが、事務局の方から航空写真等見していただいて、

田と畑ということだけでしたけども、孟宗竹やら大きい杉が生えているような状況でござい

ました。そういうところから、申請どおり年月は相当経過していると思われ、農地への復元

は非常に困難な状態です。調査の結果、非農地としての承認要件を満たしますので、承認と

判断いたしました。以上です。 

議長   続きまして、第９－２項の説明をお願いします。 

事務局  （第２項について総会資料により説明） 

議長   ６番委員、調査の報告をお願いします。 

６番   ６番です。調査日時等については先ほど報告したので省略いたします。議案第８号非農地

判断について、９－２項でございます。４７ページの申請地地図を御覧ください。申請地は

米ノ津町、スーパーよしだ米ノ津店から西へ１５０ｍほどに位置していました。申請地の下

の宅地〇〇番に家があり、そこに住まわれておられました。〇〇番の宅地にはですね、家が

ありましたが、屋根が崩れ落ちて出水市から危険家屋と指定されているほどに、荒れている

状態でございました。宅地の周辺、斜面の申請地の所ですが、雑草とか大きくなった雑木と

か覆っていて、直接中に行けない状態になっておりました。そのため隣の家から庭を通って、

現場を確認しました。現場の状況から見て申請どおり年月は経過していると思われます。農

地への復元は困難な状態ですので、調査の結果、非農地としての承認要件を満たしています

ので、承認と判断いたしました。以上です。 

議長   事務局及び調査員の説明と報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

議長   ございませんか。ないようです。調査員の報告では、全件承認との報告を受けましたが、

そのように決定してよろしいでしょうか。 

      （はいの声あり） 

議長   それでは、議案第８号非農地判断につきましては、全件承認と決定します。 

 

 

議長   引き続きまして、議案第９号出水市農業委員会職員の出向についてを議題といたします。 

     出水市農業委員会事務局職員の出向につきましては、農業委員会法第２６条第３項の規定

に基づき職員の任免は農業委員会の決議によって行われるものです。 

     出向者につきましては〇〇〇〇さんが令和４年１０月１日付けで出水市長事務部局へ出向

となっています。議案第９号出水市農業委員会職員の出向につきまして、皆さん方の御意見

はございませんか。 



       （なしの声あり） 

議長   それでは、御意見等ありませんので議案第９号出水市農業委員会職員の出向につきまして

は、同意と決定いたします。 

 

 

議長  それではその他の項目に入ります。 

      （その他） 

  ○令和４年度地域別農業委員会農地利用最適化推進会議について(事務局説明 省略)  

○農業委員会活動記録簿の作成について(事務局説明 省略) 

   

議長  以上をもちまして第１４回出水市農業委員会の定例総会を終了いたします。御協力ありがと

うございました。 

 

 

 

出水市農業委員会会議規則第１９条第２項の規定により署名押印する。 

 

 

 

 

            会 長                印 

 

 

 

              番                印 

 

 

 

              番                印 

 


